
近
年
、
教
職
員
の
労
働
時
間
の

増
加
や
児
童
生
徒
の
授
業
時
数

増
加
な
ど
、
学
校
全
体
の
多
忙
化
が
大

き
な
教
育
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
町
に
お
い
て
も
学
校
現
場
の
実
態

は
同
様
で
、
議
会
の
場
で
も
度
々
議
論

さ
れ
て
き
た
。
教
育
委
員
会
は
負
担
軽

減
に
努
め
て
い
く
旨
の
姿
勢
を
示
し
て

き
た
が
、
今
年
度
つ
い
に
長
期
休
業
の

日
数
を
削
減
し
て
時
数
を
確
保
せ
ざ
る

を
得
な
い
事
態
と
な
り
、
令
和
２
年
度

も
同
様
の
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

聞
い
て
い
る
。
児
童
生
徒
に
と
っ
て
の

長
期
休
業
は
、
地
域
や
家
庭
で
学
校
生

活
で
は
得
ら
れ
な
い
豊
か
な
体
験
を
積

み
重
ね
る
貴
重
な
成
長
の
期
間
で
あ

る
。
ま
た
、
教
職
員
は
通
常
で
は
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
な
い
業
務
や
研
修
を

行
う
期
間
で
あ
る
。

　

学
校
現
場
に
と
っ
て
は
苦
渋
の
決
断

で
あ
り
、
授
業
時
数
確
保
に
苦
悩
す
る

近
年
の
状
況
を
町
と
し
て
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
る
の
か
。
次
の
と
お
り
考

え
を
伺
う
。

(1)
過
去
３
年
間
の
学
校
現
場
の
負
担
軽

減
の
取
組
と
そ
の
事
業
評
価
は
。

(2)
授
業
時
数
確
保
の
た
め
に
苦
悩
す
る

現
状
の
評
価
と
、
具
体
的
な
改
善
策
は
。

(3)
町
と
し
て
国
に
対
し
て
求
め
て
い
く

べ
き
こ
と
は
。

(1)
平
成
30
年
９
月
に
「
幕
別

町
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し

四
つ
の
柱
を
掲
げ
た
。
一
つ
目
は
「
本

来
担
う
べ
き
業
務
に
専
念
で
き
る
環
境

の
整
備
」
、
二
つ
目
に
「
部
活
動
指
導

に
か
か
わ
る
負
担
の
軽
減
」
、
三
つ
目

に
「
勤
務
時
間
を
意
識
し
た
働
き
方
の

推
進
と
学
校
運
営
体
制
の
充
実
」
、
四

つ
目
に
「
教
育
委
員
会
に
よ
る
学
校
サ

ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
」
に
向
け
た
取
組

を
進
め
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
「
部
活
動
指
導
に
か
か
わ

る
負
担
の
軽
減
」
で
は
、
部
活
動
休
養

日
を
設
け
、
学
校
閉
庁
日
（
夏
季
休
業

期
間
内
の
３
日
間
、
年
末
年
始
の
休
日

６
日
間
、
合
わ
せ
て
年
間
９
日
間
）
を

は
じ
め
、
週
１
日
以
上
と
月
１
日
以
上

の
土
曜
日
、
日
曜
日
ま
た
は
祝
日
の
年

間
73
日
を
設
定
し
、
全
て
の
中
学
校
で

完
全
実
施
さ
れ
て
い
る
。
複
数
顧
問
の

配
置
な
ど
、
交
代
で
の
指
導
や
安
全
管

理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
部
活
動
指
導

員
の
配
置
は
人
材
確
保
の
点
か
ら
今
後

の
検
討
課
題
と
考
え
て
い
る
。

　

四
つ
目
の
「
教
育
委
員
会
に
よ
る
学

校
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
」
で
は
、
調

査
業
務
の
見
直
し
と
し
て
、
町
の
独
自

調
査
は
極
力
行
わ
ず
北
海
道
が
実
施
す

る
調
査
を
活
用
し
、
ト
ラ
ブ
ル
等
に
直

面
し
た
際
の
サ
ポ
ー
ト
で
は
、
学
校
教

育
推
進
員
を
中
心
と
し
た
相
談
体
制
の

充
実
を
図
っ
て
い
る
。
学
校
現
場
の
声

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
教
職
員
の
負
担

軽
減
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
。

(2)
令
和
２
年
度
か
ら
小
学
３
、
４
年
生

で
外
国
語
活
動
を
35
単
位
、
５
、
６
年

生
で
外
国
語
を
年
間
70
単
位
履
修
す
る

た
め
、
こ
れ
ま
で
と
比
較
し
て
小
学
３

～
６
年
生
で
年
間
35
単
位
が
時
数
増
と

な
る
。
移
行
期
間
中
は
ク
ラ
ブ
活
動
や

児
童
会
活
動
、
行
事
な
ど
の
見
直
し
に

よ
り
対
応
し
て
い
る
。

　

中
学
校
で
は
、
平
成
20
年
度
改
訂
の

学
習
指
導
要
領
で
授
業
時
数
の
見
直
し

が
あ
り
、
授
業
時
数
が
年
間
35
単
位
増
、

24
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
、
学
校
行

事
の
精
選
や
生
徒
会
活
動
等
の
見
直
し

で
対
応
し
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
数
年
、
台
風
被
害
や

北
海
道
胆
振
東
部
地
震
な
ど
の
災
害
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
よ
り
臨
時

休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
増

え
、
一
層
、
授
業
時
数
の
確
保
が
困
難

な
状
況
と
な
り
、
長
期
休
業
期
間
の
見

直
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
授
業
時
数
を
確

保
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
。

(3)
指
導
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
適
切

な
人
員
配
置
が
必
要
で
あ
り
、
国
が
教

育
予
算
を
拡
充
し
、
教
職
員
定
数
の
充

実
も
含
め
た
教
育
条
件
の
整
備
を
進
め

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

　

北
海
道
で
は
、
令
和
２
～
４
年
度
の

３
か
年
で
35
人
以
下
の
少
人
数
学
級
を

小
学
校
第
４
学
年
ま
で
順
次
広
げ
て
い

く
事
を
予
定
し
て
い
る
。
教
員
の
定
数

増
や
少
人
数
学
級
の
制
度
拡
大
に
向

け
、
十
勝
管
内
教
育
委
員
会
連
絡
協
議

会
や
十
勝
町
村
会
等
を
通
じ
、
北
海
道

に
要
望
す
る
と
と
も
に
国
へ
の
働
き
か

け
を
訴
え
た
い
。

答問
学
校
現
場
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
負
担
軽

減
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く

教
職
員
、
児
童
生
徒
の
負
担
軽
減
策
は

■ 一 般 質 問 ■ 

❼

問

教
育
長

小田　新紀 議員
（拓政会）


